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特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構 

第２２期通常総会・記念講演会・懇親会プログラム 

 

日 時 ： 令和４年６月２１日（火）  受付１５：００～  
 総 会  １５：３０～１６：００  

 
会 場 ： 株式会社三好不動産 

               福岡市中央区天神２－１４－２福岡証券ビル８階 

 

            一．開会の挨拶  

      一．理事長挨拶    

            一．特別会員紹介 

            一．正会員紹介 

            一．議長選出 

      一．議事録署名人選出 

一．議事 

                    ・第１号議案 令和３年度事業報告承認の件 

・第２号議案 令和３年度決算報告承認の件 

                            監査報告 

・第３号議案 令和４年度事業計画承認の件 

・第４号議案 令和４年度予算承認の件  

一．閉会の挨拶 
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「特定非営利活動法人九州定期借地借家権推進機構」会員一覧 

 

＜特別会員１３団体）＞ 

          福岡県住宅供給公社                福岡市建築局住宅部住宅政策課 

     福岡市住宅供給公社                北九州市住宅供給公社 

     熊本県土木部住宅課        熊本県宇土市役所 

長崎県土木部住宅課        長崎県住宅供給公社 

     長崎市理財部資産経営室      三井住友銀行福岡ローンプラザ 

    株式会社西日本シティ銀行     株式会社ジェイエイ福岡 

   株式会社西京銀行福岡支店 

             

 

        ＜正会員（２８社）＞     （順不同） 

ＡＤＡＹ商業開発株式会社 株式会社未来住建 

株式会社イエヰリ 株式会社南栄開発 

株式会社クボタ住宅 株式会社ネクステップ 

株式会社黒木総合鑑定 株式会社ハイコム 

株式会社幸建築＆環境設計 株式会社フォレストヴィラホーム 

株式会社コスギ不動産 ベスト・グリーン株式会社 

三和ホーム宮崎株式会社 株式会社豊後企画集団 

株式会社 Lib Work 株式会社三好不動産 

有限会社すがわら不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 株式会社未来図建設 

トラスト不動産鑑定株式会社 株式会社明和不動産 

株式会社大建 株式会社チェック・リーシング 

中央情報開発株式会社 積水ハウス株式会社福岡ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店 

株式会社内藤工務店 司法書士法人みつ葉グループ 

西日本グッドパートナーズ株式会社 株式会社第一鑑定リサーチ 
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役員一覧 

 

令和４年５月１日現在 

 

 

役員名 氏名 会社名 会社役職名 

理  事 

江口 正夫 海谷・江口・池田法律事務所  

河口 正剛 かわぐち税理士事務所  

井上 幸夫 株式会社幸建築＆環境設計 代表取締役社長 

江見  博 トラスト不動産鑑定株式会社  

小倉 和彦 三和ホーム宮崎株式会社 代表取締役社長 

川口 英之介 株式会社明和不動産 代表取締役社長 

小杉 周司 株式会社コスギ不動産 代表取締役社長 

斉藤  忠 株式会社南栄開発 代表取締役社長 

菅原  純 有限会社すがわら不動産コンサルティング 代表取締役社長 

中安  章 株式会社フォレストヴィラホーム 代表取締役 

速水 英雄 株式会社未来住建 部長 

三ヶ尻 勇輝 司法書士法人みつ葉グループ 取締役副社長 

三好  修 株式会社三好不動産 代表取締役社長 

齊藤 慎 積水ハウス株式会社福岡シャーメゾン支店  

本田 秀樹 中央情報開発株式会社 取締役副社長 

監  事 菅原 正道 株式会社未来図建設 代表取締役社長 

 

（順不同） 
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第１号議案 

 

令和３年度事業報告書 

 

 新型コロナウイルス感染拡大により、前年度と同様に、当法人主催の講演会をＷeb セミ

ナー方式にて行うとともに、法人としての組織基盤の確立のため会員の維持・拡大を目指

しました。（令和４年３月末現在会員数：特別会員１３団体、正会員２８社） 

 同じく本年度は、新型コロナウイルスの影響により、実務者勉強会「定借実務推進研修

会」（月に１回開催）も開催が出来ない状況でした。 

次年度より、定時に開催が出来るよう準備を進めているところです。 

 また、タイムリーな情報提供を行うために、ホームページの更新を随時行っています。 

 特定非営利活動に係る事業においては、研修事業では下記のように講演会をＷeb セミナ

ー方式にて年に３回行い、広報事業では、定期借地借家制度の普及促進活動として、ホー

ムページ上で当法人の活動内容についてのアピールを行うとともに、定期借地権・定期借

家権に関連した様々な情報公開等を行いました。尚、本年度の収益事業（定期借地借家権

を活用した事業のコンサルティングやコーディネート活動）については、月に１回開催さ

れている「定借実務推進研修会」を中心に、将来に向けて事業化できる物件を参加会員と

共に企画・検討中です。 

 

 

 －主な活動－ 

  ◇第２１回通常総会・記念講演会◇    

   日 時：令和３年７月７日   総会 

＜WEB セミナー＞ 

講 師：株式会社プランニングオフィス Room375 

東京まちづくり研究会代表  福島 美邦子 氏 

   テーマ：「２拠点居住・ワーケーションの今と、それを支える５G 時代の通信インフラ整備」 

 

◇セミナー等◇ ※Ｗebセミナーは、ホームページより随時視聴いただけます。 

   日 時：令和３年１０月２０日   開催方法：WEB セミナー 

講 師：株式会社ネクストライフ 代表取締役 坂本 一成 氏 

テーマ：「不動産業界の完全差別化！家族や女性が安心して住めるアパート・マンションの   

防犯対策の４つポイント」 

 

日 時：令和４年３月２３日   開催方法：WEB セミナー・㈱三好不動産天神本店会議室 

   講 師：江口・池田法律事務所 弁護士 江口 正夫 氏 

テーマ：「定借コンサルタント資格対策講座」及び「第５回定借コンサルタント資格試験」 
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◇理事会◇ 

      第１回   日時：令和３年７月７日      会場：㈱三好不動産本社別館会議室 

第２回   日時：令和３年１０月２０日     会場：㈱三好不動産天神本店会議室 

   第３回   日時：令和４年３月２３日      会場：㈱三好不動産天神本店会議室 

    

 

◇定借実務推進研修会◇    

   日 時：毎月第３火曜日 １６：３０～１８：００ 

   対象者：会員企業実務担当者 

   ※新型コロナウイルス感染拡大により順延中。 
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第２号議案 

 

令和３年度決算報告書 

                                                              （単位：円） 

 

  （収入の部）            

                     前期繰越金        １，６９９，７１６ 

           入 会 金           ３０，０００ 

                     会   費           ９１８，０００ 

                     研修会収入           １９８，６８７ 

           手数料収入              ０ 

                     銀 行 利 息                      １８ 

雑 収 入                  ０ 

                     合   計         ２，８４６，４２１ 

 

  （支出の部）        

総 会 費                ０ 

                     研 修 会 費       ６１０，９８１ 

会 議 費                   ０ 

事 務 費            ３００，０００ 

           旅費交通費                  ０ 

                     通 信 費             ４０，３５１ 

支払手数料              ６，３８０ 

                     広告宣伝費       １３２，０００ 

                     慶 弔 費             ０ 

           図書研究費             ０ 

                     租 税 公 課                 ８３４ 

           雑   費         ２７，４６４ 

           雑 損 失             ０ 

           法人税住民税及び事業税       ０ 

合   計      １，１１８，０１０ 

 

 

（繰越金）        １，７２８，４１１円 
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財 産 目 録 

令和 3年 3月 31 日現在 

                                                                

（単位 円） 

【資産の部】 

 

種  類 金融機関名 口座番号 期末現在高 

現  金 手許有高  0 

普通預金 西日本シティ銀行 天神支店 2504044 757,378 

普通預金 西日本シティ銀行 天神支店 2610393 1,850,348 

未収入金   0 

前払金 セミナー講師料（令和 3年開催）  0 

合  計   2,607,726 

 

【負債の部】 

 

種  類   期末現在高 

前受金 2022 年度 年会費  864,000 

    

源泉所得税   15,315 

合  計   879,315 

 

（正味財産）      １，７２８，４１１円 
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 第３号議案 

      

令和４年度事業計画書（案） 

 

 令和４年度の事業計画としては、民間の土地所有者・事業者等への働きかけを行うこと

で、地域に密着した法人を目指し、九州全域における定期借地借家制度の普及促進や具体

的な事業化につなげていくこと、及び前年に引き続き、各県自治体の特別会員への加入促

進を積極的に推進します。 

そのため、九州各県における活動の活性化を図ります。 

 今年度は、実務に即した会員向けの実務者勉強会「定借実務推進研修会」（月に 1 回開催）

から、より多くの定借事業につながるように活発な情報交換の場を提供してまいります。 

 また、全国定期借地借家権推進機構連合会との連携を取りながら、引き続き情報収集を

行います。 

 令和４年度の具体的な事業計画は以下のようにいたします。 
 

 －主な活動予定－ 

 

  ◇第２２回通常総会・セミナー◇  

   日 程：令和４年６月２１日 会場：㈱三好不動産天神本店会議室・セミナー 

テーマ：「令和４年の地価公示価格をベースに、福岡県の不動産市況を総括！」 

講 師：トラスト不動産鑑定士株式会社 江見 博 氏 

 

    ◇視察会◇ 

今年度の予定はございません。 

   

◇研修委員会◇ 

   定期借地借家と美しい街並み・住環境をテーマにしたセミナーを原則年２回、定借コンサ

ルタント資格認定講座および試験を年１回開催いたします。（総会記念講演会を含みます） 

                   

   日 程：令和４年６月２１日（火）予定 

       テーマ：「令和４年の地価公示価格をベースに、福岡県の不動産市況を総括！」  

       講師：トラスト不動産鑑定士株式会社 江見 博 氏  

 

令和４年９月２７日（火）予定 

テーマ：「（仮）定期借地権、前払地代方式による無借金賃貸経営のすすめ」 

  講師：税理士法人タクトコンサルティング 税理士 本郷 尚 氏 

 

令和４年１２月１５日（木）予定 

テーマ：「（仮）定期借地および定期借家に重要事項説明書記載例」 
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講師： 株式会社ワース 代表取締役 丸尾 好幸 氏 

（福岡県宅建協会元事務局長） 

  

令和５年２月７日（火）予定  会場：㈱三好不動産予定（福岡） 

第６回定借コンサルタント資格試験  

 

令和５年  月  日（ ）予定 

テーマ：「（仮）相続および家族信託等について」パネルディスカッション 

講師：司法書士みつ葉グループ 取締役副社長 三ヶ尻 勇輝 氏 

かわぐち税理士事務所 税理士 河口 正剛 氏  

株式会社三好不動産 財務コンサルティング部 江頭 寛 氏 

 

◇実務推進委員会◇ 

実例をもとに、会員が事業に結びつけるための実務に即した研修会を月１回開催します。 

 

◇理事会◇      

 年３回開催します。 

 

◇広報委員会◇       

      ホームページによる定期借地借家権制度と当法人の活動のＰＲを行います。        

定期借地借家に関する参考資料を入手及び作成し、会員へ随時配布します。 
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特定非営利活動法人 

九州定期借地借家権推進機構 

令和元年度 資  料  編 

令和４年４月１日現在 

 

 

 

 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 定款 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 組織図 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 入会申込のご案内 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 入会申込書 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 入会金・会費等のご案内 

 

・ 「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」 名簿 
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定  款 

 

第１章  総 則 
 

（名称） 

第１条  この法人は、特定非営利活動法人九州定期借地借家権推進機構という。 
 

（事務所） 

第２条  この法人は、主たる事務所を、福岡市中央区今川１丁目１番１号に置く。 
 

（目的） 

第３条 この法人は、定期借地借家に関する事業を行うことによりその普及を促進し、土地の有

効利用、良質な住宅の供給を通じ、住環境の整った街づくりを行い、もって公益に奉仕

することを目的とする。 
 

（活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法別表第３号（街づくり

の推進を図る活動）を行う。 
 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

①定期借地借家に関する研修事業 

②定期借地借家に関する広報事業 

③定期借地借家に関する情報の収集及び提供事業 

（２） 収益事業 

①定期借地借家権を活用した事業のコンサルティングやコーディネート活動 

２ 収益事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充 

    てなければならない。 

 

 

第２章  会 員 
 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員と

する。 

（１） 正 会 員   この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

（２） 特別会員  この法人の目的に賛同して入会した公共団体、公共的団体、                 

及び地方住宅供給公社、銀行等の金融機関 
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（入会） 

第７条 この法人に入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得

なければならない。 

２ 理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとす

るが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなけれ

ばならない。 
 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
 

（退会） 

第９条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 

   ２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 

（１） 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

（２） 会費を１年以上納入しないとき。 
 

（除名） 

第１０条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の 3 分

の 2 以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決

前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１） この定款に違反したとき。 

（２） この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。 
 

（拠出金品の不返還） 

第１１条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還

しない。 

 

 

第３章  役   員 
 

（種別） 

第１２条 この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 ２０人以内 

（２） 監事 ３人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長、３人以内を副理事長、１人を専務理事とする。 

    ３ 理事及び監事は、総会において選任する。 

４ 理事長、副理事長、専務理事は、理事の互選により定める。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族

が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

６ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 
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（職務） 

第１３条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき

は、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 

３ 専務理事は、副理事長を補佐し、副理事長が欠けたときはその職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の

業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１） 理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２） この法人の財産の状況を監査すること。 

（３） 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを

総会又は所轄庁に報告すること。 
（４） 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５） 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる

こと。 
 

（任期） 

第１４条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後

最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 
３ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 

（欠員補充） 

第１５条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

を補充しなければならない。 
 

（解任） 

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与え

なければならない。 

（１） 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

（２） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 
 

（報酬等） 

第１７条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
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第４章  総   会 
 

（種別） 

第１８条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。 
 

（構成） 

第１９条 総会は、正会員をもって構成する。 
 

（権能） 

第２０条 総会は、以下の事項について議決する。 

（１） 定款の変更 

（２） 解散 

（３） 合併 

（４） 事業計画及び収支予算並びにその変更 

（５） 事業報告及び収支決算 

（６） 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

（７） 入会金及び会費の額 

（８） 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

（９） 事務局の組織及び運営 

    （10） その他運営に関する重要事項 
 

（開催） 

第２１条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１） 理事会が必要と認めたとき。 

（２） 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があっ

たとき。 

（３） 監事が第１３条第５項第４号の規定により、招集したとき。 
 

（招集） 

第２２条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第３号の規定による場合は、監事が

招集する。 

２ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも

って、少なくとも１５日前までに通知しなければならない。 

３ 理事長は、前条第２項第１号の場合及び第２号の規定による請求があった場合は、

その日から３０日以内に臨時総会を開かなければならない。 
 

（議長） 

第２３条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 
 

（定足数） 

第２４条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 
 

 

 

 



 17

（議決） 

第２５条 総会における議決事項は、第２２条第２項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。 

２ 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 
 

（書面表決等） 

第２６条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表

決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は総会に出席した

ものとみなす。 

３ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることが

できない。 
 

（議事録） 

第２７条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しな

ければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 正会員の現在数 

（３)  出席した正会員の数（書面表決者及び表決委任者については、その数を明記する

こと。） 

（４） 審議事項及び議決事項 

（５） 議事の経過の概要及びその結果 

（６） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人２

名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。 

 

 

第５章  理 事 会 
 

（構成） 

第２８条 理事会は、理事をもって構成する。 
 

（権能） 

第２９条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

（１） 総会に付議するべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
 

（開催） 

第３０条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１） 理事長が必要と認めたとき。 

（２） 理事総数の２分の１以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請

求があったとき。 
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（招集） 

第３１条 理事会は理事長が招集する。 

２ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 

３ 理事長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から１４日以内に

理事会を招集しなければならない。 
 

（議長） 

第３２条 理事会の議長は、理事長が当たる。 
 

（幹事会） 

第３３条 理事会の補佐機関として、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、正会員（団体である場合はその代表者）の中から、理事長が選任する幹

事をもって構成する。 

３ 幹事会は、理事会の運営に関して、理事会の求めに応じて検討する内容を準備する。 

４ 幹事会の運営その他必要な事項については理事会で定める。 
 

（業務執行） 

第３４条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。 

 

 

第６章  資産、会計 及び 事業計画 
 

（資産） 

第３５条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１） 財産目録に記載された財産 

（２） 入会金及び会費 

（３） 寄附金品 

（４） 財産から生じる収入 

（５） 事業に伴う収入 

（６） その他の収入 

 

（資産の区分） 

第３６条  この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に関する資産に区分する。 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

（２） 収益事業 
 

（資産の管理） 

第３７条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 
 

（経費の支弁） 

第３８条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。 
 
 
 
 
 



 19

（会計の区分） 

第３９条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に関する会計に区分する。 

     （１） 特定非営利活動に係る事業 

     （２） 収益事業 
 

（事業計画及び予算） 

第４０条  この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

これを変更する場合も同様とする。 
 

（予備費の設定及び使用） 

第４１条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設ける

ことができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 
 

（暫定予算） 

第４２条 第４０条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出すること

ができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 
 

（事業報告書及び決算） 

第４３条 理事長は、毎事業年度終了後３か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収

支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 
 

（長期借入金） 

第４４条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還す

る短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。 
 

（事業年度） 

第４５条  この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第７章  事 務 局 
 

（設置） 

第４６条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局の職員は、理事長が任免する。 
 

（書類及び帳簿の備置き） 

第４７条  主たる事務所には、特定非営利活動促進法第２８条に規定される書類のほか、次に掲

げる書類を常に備えておかなければならない。 

（１） 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

（２） 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

 

 

 



 20

第８章 定款の変更 及び 解散 
 

（定款の変更） 

第４８条 この定款の変更は、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の４分の

３以上の議決を経なければならない。 
 

（解散） 

第４９条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

（１） 総会の決議 

（２） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３） 正会員の欠亡 

（４） 合併 

（５） 破産 

（６） 所轄庁による認証の取消し 

２ 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の４分の３以上の議決を経な   

 ければならない。 
 

（残余財産の処分） 

第５０条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする. 
［名称］ 

  福岡県 

［主たる事務所の所在地］ 

      福岡県福岡市博多区東公園 7 番 7 号 

 

 

第９章 雑 則 
 

（公告） 

第５１条 この法人の公告は官報により行う。 

 

（委任） 

第５２条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。 
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「特定非営利活動法人 九州定期借地借家権推進機構」組織図 
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「特定非営利活動法人九州定期借地借家権推進機構」入会申込のご案内 

 
特定非営利活動法人九州借地借家権推進機構へ入会ご希望の方は、事務局宛に別添の 「入会

申込書」を提出願います。 

入会金・会費について下記のようにご案内致しますので確認のうえお申し込み下さい。 

 

＜入会金・会費等のご案内＞ 

 呼 称 定 義（種別） 入会金 月会費 納入方法 

正会員 

・ﾊｳｽﾒｰｶｰ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ・建築 

業者等・設計・測量業者等 

・宅地建物取引業者等 

・弁護士・不動産鑑定士・税 

理士・司法書士・土地家屋調査

士等 

・技術士・測量士・行政書士・一

級建築士等 

・保険業 

・広告代理店・その他 

 

 

 

 

30,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 円 

36,000/年 

 

 

 

 

 

1 年分 

毎年 4 月末日迄に

振込 

 

 

   特別会員 

 

・地方自治体・公共団体・ 

公益団体等・報道機関等・銀行

等の金融機関 

無料 

   

 無料 

  

 

 

                 

＜入会金・会費振込口座＞    

 西日本シティ銀行 天神支店 普通預金 №２５０４０４４ 

口座名義   ＮＰＯ法人九州定期借地借家権推進機構 

理事長   三 好  修   

 

※入会申込書提出後、入会金及び会費の請求書をお送りいたします。 

※入会後、退会を希望される場合には、既にお支払いされた入会金及び会費は全額返金されません。 

 

 

特定非営利活動法人九州定期借地借家権推進機構                    

〒810‐0054 福岡市中央区今川 1 丁目１－１㈱三好不動産内                                      

理事長 三 好  修    

                 TEL 092－732－5117  FAX 092－722－1515       
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   西暦  年  月  日 

入会申込書（申込用） 

当社または私は、別紙、九州定期借地借家権推進機構の趣旨・定款に賛同し、会員として入会を

申し込みます。 

 

 □正  会  員 □特 別 会 員 

□入会金   30,000 円(法人のみ) 

□法人会費 36,000 円 

□個人会費 12,000 円 

入会金       0 円 

会  費              0 円 

  合 計       0 円 

１．団 体 名 

会 社 名 

 

 

 

２．住   所 

〒 

 

 

３．連 絡 先 

TEL            FAX 

E-mail 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

４．代 表 者 

氏   名 

役職名 

氏 名 

 

４．担 当 者 

役職名 

氏 名 

業    務 

６． 

事 業 内 容  

 

 

 

 

７．ご 意 見 

    そ の 他 

 

 

 

 

 

８．推 薦 者 

※推薦者（紹介者）がいらっしゃる場合はご記入ください。 

 

※お申し込みは、取りあえずはＦＡＸで結構ですが、後日お手数ですが、原本をご郵送ください

ますようお願い申し上げます。       
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「特定非営利活動法人九州定期借地借家権推進機構」名簿 

＜特別顧問＞            ＜顧  問＞ 

弁護士 江口 正夫            税理士 河口 正剛 

＜特別会員１３団体）＞ 

          福岡県住宅供給公社                福岡市建築局住宅部住宅政策課 

     福岡市住宅供給公社                北九州市住宅供給公社 

     熊本県土木部住宅課        熊本県宇土市役所 

長崎県土木部住宅課        長崎県住宅供給公社 

     長崎市理財部資産経営室      三井住友銀行福岡ローンプラザ 

    株式会社西日本シティ銀行     株式会社ジェイエイ福岡 

   株式会社西京銀行福岡支店 

                                                                                    

＜正会員（２８社）＞     （順不同） 

ＡＤＡＹ商業開発株式会社 株式会社未来住建 

株式会社イエヰリ 株式会社南栄開発 

株式会社クボタ住宅 株式会社ネクステップ 

株式会社黒木総合鑑定 株式会社ハイコム 

株式会社幸建築＆環境設計 株式会社フォレストヴィラホーム 

株式会社コスギ不動産 ベスト・グリーン株式会社 

三和ホーム宮崎株式会社 株式会社豊後企画集団 

株式会社 Lib Work 株式会社三好不動産 

有限会社すがわら不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 株式会社未来図建設 

トラスト不動産鑑定株式会社 株式会社明和不動産 

株式会社大建 株式会社チェック・リーシング 

中央情報開発株式会社 積水ハウス株式会社福岡ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店 

株式会社内藤工務店 司法書士法人みつ葉グループ 

西日本グッドパートナーズ株式会社 株式会社第一鑑定リサーチ 

ＡＤＡＹ商業開発株式会社 株式会社未来住建 

  

  

  

  

  

  

  

  

 




